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相続土地国庫帰属制度について 

 

令和 5年 4月 27日、相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことがで

きる「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。 

創設されるまでは、相続した財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄すること

ができず、不要な土地を含めて相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかあ

りませんでした。地方を中心に土地利用のニーズが低下し、相続によって望まずして取得

した活用しにくい土地管理の負担感が増し、これを手放したいと考える人が増加していま

した。しかし、土地の所有権放棄が簡単に認められない状況から、土地の管理を放棄する

ことが横行し、その結果、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明

土地」が大量に発生しました。 

所有者不明土地の発生を予防するための策として、相続登記の申請の義務化（令和 6年 4

月 1 日から）等とあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度

が創設されることになりました。 

今回の豆知識では、この「相続土地国庫帰属制度」を取り上げたいと思います。 

 

 

1. 相続土地国庫帰属法（制度）とは 

「相続土地国庫帰属法」（正式名称：相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属

に関する法律）とは、相続した土地を国庫に帰属させるルールを定めた法律です。この

法律によって、「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。 

 

（1）相続した土地を国に引き渡せる制度 

相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈によって、宅地や山林、農地等の土地を取

得した人が、負担金を納付することを条件に、土地の所有権を国庫に帰属させること

ができる制度です。 

 

（2）相続土地国庫帰属制度が創設された背景 

相続土地国庫帰属制度が創設されたのは、土地利用のニーズが低下し、相続した土

地を手放したいと考える人が増加したためです。特に地方の土地や農地、森林等にお

いて、その傾向が顕著に見られました。 

相続した財産に「土地」が含まれていた場合の取扱いには、主に次のような方法が

考えられます。 
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①自分で活用 

相続によって取得した土地は、基本的には自分で住む、誰かに貸す、売却する等

自分で活用することが考えられます。 

 

②相続放棄 

相続した土地によっては、活用もできず売却もできない場合があります。その土

地の管理費用や固定資産税の負担を考慮して、「相続放棄」という選択が考えられま

す。 

「相続放棄」は、相続の開始があったことを知った日から 3 か月以内に家庭裁判

所に申し立てて、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことにする手続です。

これによって不要な土地の相続を行わないことも可能ですが、相続放棄は不要な土

地だけでなく、預貯金や株式等、全ての資産の相続権も失うことになるので注意が

必要です。 

 

相続した土地を全て有効活用できる場合には問題ありませんが、一部の土地が人里

離れた不便な土地にあって、遠方に住んでいる場合に使わない土地に対して管理費用

を支払い続けるのは酷であり、しかも相続した土地で問題が起きた場合、土地の所有

者として民法上の管理責任を負う可能性も生じるため、かなりの負担です。 

国土交通省が実施した「土地問題に関する国民の意識調査（平成 30年度版土地白書）」

によると、土地を所有することにつき「負担を感じたことがある」又は「感じると思

う」人が約 42％。法務省が令和 2 年に実施した調査においても、土地を所有する世帯

のうち、約 20％が土地の所有権を手放す制度の利用を希望しているという結果が出ま

した。 

このような背景から、相続土地国庫帰属制度が創設されました。 

 

 

2. 国庫帰属を申請できる人（申請権者） 

相続土地の国庫帰属を申請するには、一定の要件を満たさなければなりません。 

申請できるのは、原則として、 

・相続人であること 

・相続または遺贈（遺言による贈与）により、土地または土地の共有持分を取得した

こと 

以上 2 要件を満たす必要があります。相続土地国庫帰属制度の開始前（令和 5 年 4 月

27日以前）に相続した土地でも申請することができます。 

また、兄弟など複数人で相続した共同所有の土地でも申請ができます。ただし、その

場合には、共有者全員で申請する必要があります。 
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なお、生前贈与を受けた相続人、売買等によって自ら土地を取得した人、法人等は、

相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないため、申請することができません。 

 

 

3. 国庫帰属が認められる土地の要件 

相続した土地であっても全ての土地を国に引き渡すことができるわけではなく、引き

渡すためには、その土地に建物が存しない等、法令で定める引き取れない土地の要件に

当てはまらない必要があります。 

次のような土地は、通常の管理や処分をするにあたり、多くの費用や労力が必要にな

るため国庫帰属の対象外です。 

 

（1）申請の段階で却下となる土地 

・建物がある土地 

・担保権や使用収益権が設定されている土地 

・他人の利用が予定されている土地 

・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地 

・境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地 
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（2）該当すると判断された場合に不承認となる土地 

・一定の勾配、高さの崖があって、管理に過分な費用、労力がかかる土地 

・土地の管理、処分を阻害する有体物が地上にある土地 

・土地の管理、処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地 

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理、処分ができない土地 

・その他、通常の管理、処分に当たって過分な費用、労力がかかる土地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 国庫帰属の費用や負担金 

申請する際には、1筆の土地当たり1万4千円の審査手数料を納付する必要があります。

さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用

を考慮して算出した約 10 年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。負担金は、1

筆毎に 20万円が基本となります。同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申

出をすることができ、2筆以上でも負担金は 20万円が基本となります。 

なお、市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林等については、面積に応じて負担金

を算定するものもあります。 

 



株式会社 関西総合鑑定所 令和 5年 9月 21日 

 

5 

 

 

宅 地 

面積に関わらず、20万円 

ただし、市街地（※1）の宅地については、 

面積に応じて算定（※2） 

田、畑 

面積に関わらず、20万円 

ただし、市街地（※1）、農用地区域の田、 

畑については、面積に応じて算定（※2） 

森 林 面積に応じて算定（※2） 

そ の 他 

（雑種地、原野等） 
面積に関わらず、20万円 

（※1）都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域 

（※2）面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ、1 ㎡当たりの負担金額は低くなる。負担金 

の算定式については下記参照。 
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5. 手続きの流れ 

相続した土地の国庫帰属の申請先等、申請手続きの概要を紹介します。 

 

（1）承認申請 

申請書と添付書類を提出し、審査手数料を支払います。提出先は、帰属の承認申請

をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局（本局）の不動産登記部門とな

ります。法務局・地方法務局の支局・出張所では、承認申請の受付はできません。 

申請書には、 

・承認申請者の氏名、住所 

・承認申請に係る土地の所在、地番、地目及び地積 

・承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面や写真 

等を作成します。申請書の様式は、法務省のホームページからダウンロードすること

ができます。（https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6） 

審査手数料分の収入印紙を貼り付けた申請書を作成し、所在する土地を管轄する法

務局等の窓口に提出します。郵送での申請も可能です。 

 

（2）法務大臣（法務局）による要件審査・承認 

法務大臣（法務局）が要件を満たす土地であるか審査を行います。実際には、権限

の一部を法務局・地方法務局に委任し、所属する職員が審査を行います。職員には、

申請された土地の実地調査を行い、必要に応じて申請者やその土地の関係者から事情

を聴取し、追加の資料提供を求めることができる権限が与えられています。 

以下に該当する場合には、申請は却下されますが、要件を全て満たし、審査の結果、

国が引き取ることができると判断した場合、法務大臣から承認の通知が届きます。 

・調査に協力しない場合 

・承認申請の権限のない人からの申請の場合 

・要件に該当しない土地、申請書や添付書類等の規定に違反している場合 

 

（3）負担金の納入 

申請された土地について、審査の結果、国が引き取ることができると判断した場合、

承認の通知とともに、負担金の納付を求める通知が届きますので、通知に記載されて

いる負担金額を期限内に日本銀行へ納付します。負担金の通知が到達した翌日から 30

日以内に納入しない場合には、国庫帰属の承認が失効しますので、注意が必要です。 

 

（4）国庫に帰属 

負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。土地の所有権移転の

登記は国が行いますので、申請者が登記を申請する必要はありません。 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6
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6. 国庫帰属のメリット・デメリット 

（1）メリット 

①買い手が現れない不要な土地を手放すことができ、管理の負担から解放される 

人里離れた不便な場所にあって有効活用できる見込みがない土地、買い手が現れ

ない利便性の低い不要な土地でも、所有していると固定資産税や都市計画税を支払

わなければなりません。さらに、土地の治安や衛生を守るための管理費用も発生し

ます。 

その結果、不要な土地に対して負担感が増していきますが、相続土地国庫帰属制

度を利用することで、こうした不要な土地を手放すことができ、固定資産税等の支

払いや管理の負担から解放されます。 

 

②不要な土地だけを手放すことができる 

  相続土地国庫帰属制度には、不要な土地だけを手放すことができるというメリッ

トがあります。 

これまで、相続したくない土地がある場合、相続放棄することが一般的でしたが、

その場合は、全ての資産の相続権も失ってしまいます。一部の土地が不要であって

も他に優良な資産がある等、相続したい資産があれば、不要な土地も含めて全て相

続せざるを得ませんでした。相続土地国庫帰属制度では、優良資産は引き継ぎつつ、

不要な土地だけを手放すことができます。 

 

③引き取り先が国になるため、自分で探す必要がない 

引き取り先が国になるため、自分で探す必要はありません。不要な土地を手放す

場合、相続放棄以外に、 

・インターネット等で引き取り先を探して引き取ってもらう 

・近隣の方に引き取ってもらう 

・引取業者に引き取ってもらう 

等の方法がありましたが、いずれもかなりの時間と労力を要します。農地を売却す

る場合には、農業委員会の許可が必要であり、山林においても管理が大変で災害リ

スクも高いので、引き取り先を探すのはかなり大変です。 

これに対して、相続土地国庫帰属制度では、手放すのが難しいとされる農地や山

林も国が引き取り先になるため、自分で引き取り先を探す必要はありません。 

 

④引き渡し後の管理も安心できる 

仮に自分で引き取り先が見つかったとしても、素性も詳しく分からない相手に土

地を引き渡してしまった場合、原野商法（※）等の反社会的、詐欺的な商法に使わ

れてしまう可能性があります。 
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管理をしない相手に土地を譲ってしまうと、近隣に迷惑がかかる可能性も考えら

れますが、相続土地国庫帰属制度を利用すれば、土地の所有者は国となり、国が管

理するため、引き渡し後も安心できます。 

（※）値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野について「将来高値で売れる」等と勧誘

して不当に買わせる詐欺商法。 

 

 

（2）デメリット 

①申請できるのは要件を満たす土地のみ 

  制度の利用を申請するには、一定の要件を満たす必要があります。所有している

土地なら何でも引き取ってもらえるというわけではありません。土地上に家や物置

等、建物が建っていることは多く、相続土地国庫帰属制度を利用するためにはまず

建物を取り壊す必要があるため、建物の取り壊しや廃材の処分に、100万円以上の費

用が発生することもあります。 

実際には、「何らかの問題がある土地だからこそ手放したい」と考えている人も多

いと思われますが、問題のある土地について、要件を満たせず、申請できない可能

性があります。 

 

②相続した土地以外は対象外 

制度を利用したい土地は、相続又は法定相続人に対する遺贈により所有したもの

であることが必要です。売買や贈与により所有した土地は、相続土地国庫帰属制度

の対象外です。 

 

③審査手数料、負担金がかかる 

  相続土地国庫帰属制度では、申請に審査手数料が発生し、負担金を納めなければ

なりません。土地を売れば、代金という形でお金を得ることができますが、引き取

りでは、逆に負担金等、費用がかかります。 

 

④国に引き継ぐまでに手間や時間がかかる 

相続土地国庫帰属制度の申請が国側で受理されると、国の方で様々な審査を行い

ます。審査の際は、現地調査を行ったり、関係行政機関に照会を行ったりする必要

がある等、書面審査だけで終わる他の行政手続と比べるとかなり込み入った審査が

行われます。そのため、土地を完全に手放すまでに相当の時間（申請から帰属の決

定までに半年～1年程度）を要することになります。 
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7. 実例 

2023年 8月 24日付の大阪日日新聞では、8月 16日時点で承認・不承認となった実例

はまだありません。ただし、法務省によると、7 月末時点での相談件数は 1 万 2000 件、

審査中は 700 件に及ぶとのことです。問い合わせ内容としては「概要を教えてほしい」

といった相談から「書類を作ったので見てほしい」「地図や写真を持参して申請できるか

判断してほしい」等であり、今後、承認・不承認となった実例が出ることになります。 

 

 

8. おわりに 

以上、「相続土地国庫帰属制度」についてみてきました。更地や担保権が設定されてい

ない等、申請できる土地は限られますが、これらの要件を満たし、承認された場合には、

相続土地を管理する義務を免れることができます。相続土地国庫帰属制度が創設された

ことにより、他の資産といったんは相続した上で、不要な土地のみを国に帰属させるこ

とが可能です。 

一方で、負担金が最低でも 20万円を要し、土地の所在や面積によっては 100万円以上

の費用を負担する場合があります。また、建物がある土地を帰属させるには、建物を解

体する費用も負担しなければなりません。申請自体、相当の時間や労力を費やしますの

で、簡単なものではありません。 

しかし、不要な土地を相続した人にとってはお得な制度です。使わない土地を国が引

き取って管理することで、相続人の負担を減らす目的で「相続土地国庫帰属制度」が創

設されました。土地を手放したい方は、買い手が現れると思われる土地であれば、売却

するのが良いでしょうし、買い手が現れない土地であるのならば、今回取り上げた「相

続土地国庫帰属制度」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。 

もっとも、必ずしも得をする制度ではないので、この制度を利用するにあたっては、

不動産の専門家等にご相談ください。 
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